
趣旨・考え方 留意点 時点 種別

Ａ 人口動態、市町村が行う介
護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査、在宅介護実態調査
の結果等の量的データに
よって、地域の高齢者に係
る現状や将来の状況等を把
握しているか

・いずれかの量的データによって、市町村全域や担
当圏域の現状や将来予測等（例：高齢化率や世帯状
況の推移、高齢者のニーズ等）を把握し、その記録が
ある場合に、項目を満たしているものとして取り扱
う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｂ 介護保険事業計画、老人福
祉計画、地域福祉計画等か
ら、地域の高齢者に係る課
題等を把握しているか

・いずれかの計画を確認して、市町村または担当圏
域の高齢者に係る課題（例：75 歳以上の者の転入
が多く軽度者の介護サービス需要が増す見込み等）
を把握し、その記録がある場合に、項目を満たして
いるものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｃ センターが行う実態調査に
よって、担当圏域の現状や
ニーズを把握しているか

・センターで実態調査を実施していない場合は、項
目を満たしていないものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時
点の状況

Ｄ 相談内容や地域ケア会議等
の内容を分析し、担当圏域
の地域課題を把握している
か

・相談内容の分析または地域ケア会議等によって、
担当圏域の課題等（例：移動手段の不足、情報周知
の未徹底等）を把握し、その記録がある場合に、項目
を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

趣旨・考え方 留意点 時点 種別

Ａ 市町村が定めるセンターの
事業の実施方針の内容に
沿って、センターの事業計画
を策定しているか

・データまたは紙面等で策定されている場合に、項
目を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年
の４月末時点
の状況

Ｂ 当該年度のセンターの事業
計画に、前年度の事業評価
における課題への適切な対
応策を含めているか

・当該年度のセンターの事業計画に、前年度の事業
評価で取り上げた課題に対して適切な対応策が記
載されている場合に、項目を満たしているものとし
て取り扱う。
・前年度の事業評価で課題が把握されなかった場合
も、項目を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｃ 市町村の実施方針や担当圏
域の地域課題等を踏まえ、
センターの事業計画に重点
目標を設定しているか

・重点業務を定めた検討の記録（検討に関する会議
のメモ、議事録等）が残され、かつセンターの事業計
画に重点目標として記載している場合に、項目を満
たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｄ センターの事業計画の重点
目標に基づいて達成状況を
分析し、必要な業務改善を
行っているか

・前年度のセンターの事業計画の達成状況およびそ
の背景を分析して、センターの業務改善が図られて
いる場合に、項目を満たしているものとして取り扱
う。
・前年度の分析で業務改善が必要な事項がなかった
場合も、項目を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ａ センター長等の責任者の役
割を文書で明確に示し、職
員に周知しているか

・センター業務の責任者の役割を文書で示し、かつ
職員に周知している場合に、項目を満たしているも
のとして取り扱う。
・ここでの文書は、市町村が実施方針等でセンター
長の役割を示している場合も該当する。
・センター業務の責任者がいない場合は、項目を満
たしていないものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

並列

Ｂ センターの事業計画を共有
する会議等の機会を設け、
これに基づく職員個々の取
組内容を確認しているか

・センターの事業計画を共有する会議等において、
職員個々の取組内容を確認している場合に、項目を
満たしているものとして取り扱う。
・会議等の形式は問わない。

前年度実績

Ｃ センターの業務量を把握し
たうえで、業務の最適化を
図るための対応を行なって
いるか

・センターの業務量を把握したうえで、例えば、事務
職員への業務分担や、センター職員が作成する介護
予防サービス計画の上限数を決めて、それ以上のプ
ランを委託する等の何らかの業務最適化の工夫を
行っている場合に、項目を満たしているものとして
取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

２ センターが効果
的に運営できる
ように、組織マネ
ジメントを行う

センター機能を効
果的に発揮できる
ように、センター長
等を中心として、セ
ンターの業務量の
最適化を図りなが
ら、個々の職員の
専門性を踏まえた
チームアプローチ
ができているかを
評価する。

２．組織・運営体制

活動目標 取組内容（ストラクチャー、プロセス、
アウトプット、中間アウトカム）

１ 市町村の実施方
針に従って、地
域包括支援セン
ターの機能強化
に向けた事業計
画を作成し、必
要に応じて業務
改善を図る

市町村の実施方針
や担当圏域の地域
課題等を踏まえ
て、事業計画の作
成、重点目標を設
定し、必要に応じて
業務改善を図って
いるかを評価す
る。

段階

１ 市町村全体を踏
まえた担当圏域
の現状および将
来像やニーズを
把握する

センター業務を実
施する前提となる
地域アセスメントを
行い、担当圏域の
現状および将来像
やニーズ等を把握
しているかを評価
する。

並列

資料9-2
釧路市地域包括支援センターにおける事業評価の新しい評価指標について(包括用)

１．地域包括ケアシステムの構築・推進

活動目標 取組内容（ストラクチャー、プロセス、
アウトプット、中間アウトカム）



Ｄ 特定の職員に業務が偏ら
ず、チームアプローチを推進
するために業務分担のルー
ルや仕組みづくりを行なっ
ているか

・各職員の業務量を把握したうえで、専門性を踏ま
えた業務分担を行うためのルール等を定めている
場合に、項目を満たしているものとして取り扱う。例
えば、資格ごとに４事業の主担当を割り振ったうえ
で、資格によらず複数人がチームとして活動するよ
うにルール化することや、業務別に主担当と副担当
を決めて、年度ごとに順次交代していく仕組みなど
が該当する。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｅ 【市町村により選択】
センター業務に ICT を活用
するなど、センターの業務効
率化に取り組んでいるか

・例えば、職員毎のパソコンやタブレットの配布、Wi-
Fiの整備、介護予防サービス計画等のデータ連携の
ためのシステム、センター間等の総合相談支援事業
の効果的な実施のためのデータ共有システム、オン
ライン相談等のためのタブレット端末、音声入力に
よる記録作成、地域住民がセンターに気軽に相談で
きる体制整備のためのチャットボット、センター業務
の効率化を図るための AI の導入などが行われて
いる場合に、項目を満たしているものとして取り扱
う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ａ センターの人材確保や定着
を進めるための取組を行っ
ているか

・職員の人材確保や定着を目的として、例えば、地域
の専門職養成機関等と連携して実習を受け入れる、
上司との面談の機会を設ける、資格取得を保障す
る、研修受講機会を保障する、休暇を取りやすくす
る等の取組を推進している場合に、項目を満たして
いるものとし
て取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｂ センターに在籍する全ての
職員に対して、センターまた
は受託法人が、職場で研修
を実施しているか

・センターに在籍する全ての職員が参加できる職場
での研修を年に１回以上開催している場合に、項目
を満たしているものとして取り扱う。
・研修の主催者、内容、時間数は問わない。

前年度実績

Ｃ センターに在籍する全ての
職員が、計画的に職場での
仕事を離れて研修（Off-
JT）に参加できるようにして
いるか

・センターに在籍する全ての職員が、少なくとも年に
１回は職場外の研修に参加している場合に、項目を
満たしているものとして取り扱う。
・研修の主催者、内容、時間数は問わない。

前年度実績

Ｄ センターに在籍する全ての
職員に対して、センターまた
は受託法人が、メンタルヘル
ス対策を実施しているか

・メンタルヘルス対策として、例えば、職員に対する
ストレスチェックの実施、メンタルヘルスに関する研
修会の開催、メンタルヘルスに関する相談窓口・担
当者の設置、専門家によるカウンセリング機会の提
供などが行われている場合に、項目を満たしている
ものとして取り扱う。

前年度実績

Ｅ 【市町村により選択】
スーパービジョンまたはコン
サルテーションが受けられる
体制を整えているか

・スーパービジョンについては、センターの上司や同
僚による場合、外部のスーパーバイザーによる場合
など、いずれも項目を満たしているものとして取り
扱う。
・コンサルテーションについては、センター外の専門
職による場合に、項目を満たしているものとして取
り扱う。

前年度実績

Ａ 個人情報保護に関する市町
村の取扱方針に従って、セン
ターが個人情報保護マニュ
アル（個人情報保護方針）を
整備して
いるか

・データまたは紙面で整備されている場合に、項目
を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｂ 個人情報の持出･開示時は､
管理簿への記載と確認を
行っているか

・持出や開示に備え、個人情報の取り扱いについて
整理のうえ、データまたは紙面を整備し、持出・開示
時に適正に対処している場合に、項目を満たしてい
るものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｃ 市町村の方針に沿って、個
人情報漏えいとセンターが
受けた苦情に対して、対処お
よび市町村への報告（共有）
の体制を
構築しているか

・市町村の方針に沿って、個人情報漏えいと苦情の
両方に対して、対処および市町村への報告の体制を
整備し、それをデータまたは紙面で整備している場
合に、項目を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｄ センターへの苦情内容をも
とに業務を改善しているか

・例えば、センターのホームページのアクセス地図が
わかりにくいという苦情をもとに地図をわかりやす
くする、電話がつながりにくいという苦情をもとに
外出中の職員の携帯電話へ転送するといった取組
を行った場合に、項目を満たすものとする。
・センターへの苦情が全くない場合も、項目を満たし
ているものとする。

評価実施年の
４月末時点の
状況

４ 市町村が示して
いる個人情報の
取扱方針や苦情
対応方針に従
い、センターにお
いて適切に対応
する体制を整え
実践する

市町村が示してい
る個人情報の取扱
方針や苦情対応方
針に従い、個人情
報の取り扱いに留
意する体制を整備
するとともに、必要
に応じて苦情やカ
スタマー・ハラスメ
ント等に対応でき
る体制を構築して、
実践できているか
を評価する。

並列

２ センターが効果
的に運営できる
ように、組織マネ
ジメントを行う

センター機能を効
果的に発揮できる
ように、センター長
等を中心として、セ
ンターの業務量の
最適化を図りなが
ら、個々の職員の
専門性を踏まえた
チームアプローチ
ができているかを
評価する。

３ センター職員の
人材確保および
育成を図る

センター職員の人
材確保、定着、育成
のために、研修や
メンタルヘルス対
策を行う体制を整
え、対応しているか
を評価する。

並列



Ｅ 【市町村により選択】
センターに対する利用者や
家族からのカスタマー・ハラ
スメントに適切に対応する
体制をセンターとして整備し
ているか

・利用者や家族からのクレーム等が社会通念上不相
当であり、これによってセンター業務が阻害される
ようなカスタマー・ハラスメントの予防や対応体制
（弁護士への相談体制等）を法人等が構築している
場合に、項目を満たしているものとして取り扱う。
・カスタマー・ハラスメントに関する研修の実施やマ
ニュアルの作成なども体制の整備に該当する。
・市町村が整備している場合も、項目を満たしてい
るものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

趣旨・考え方 留意点 時点 種別

Ａ 地域における関係機関・関
係者のネットワークについ
て、構成員、連絡先、特性等
に関する情報をマップまた
はリストで管理しているか

・介護サービス事業者、医療機関、民生委員のいず
れの情報も管理している場合に、項目を満たしてい
るものとして取り扱う。
・データまたは紙面で整備されており、逐次見直し
を行っている場合に、項目を満たしているものとし
て取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｂ 気になる高齢者等に関して、
関係機関、民生委員、地域住
民から連絡が寄せられる
ネットワーク体制を構築して
いるか

・日頃より関係者から地域の情報が寄せられる状況
にある場合に、項目を満たしているものとして取り
扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｃ 相談経路を分析して、高齢
者等への支援に必要な新た
な支援機関等と連携してい
るか

・相談経路を分析したうえで、すでに十分に連携で
きており、新たな支援機関等との連携が不要と判断
された場合も、項目を満たしているものとして取り
扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｄ 【市町村により選択】
高齢者福祉分野以外の関係
機関・関係者と意見交換す
る機会を設けるなど、分野
を横断した新たなネットワー
クを構築しているか

・関係者と意見交換をする機会を設けるなどしたう
えで、すでに十分に分野を横断したネットワークを構
築しており、新たなネットワークの構築が不要と判断
された場合も、項目を満たしているものとして取り
扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ａ 相談事例の分類方法に沿っ
て、１年間の相談件数等を市
町村に報告しているか

・市町村またはセンターが定めた分類方法のもと、
相談件数を市町村に報告している場合に、項目を満
たしているものとして取り扱う。
・相談内容の類型化、経年分析等、整理手法は問わ
ない。

前年度実績 並列

Ｂ 相談事例の終結条件を、市
町村と共有しているか

・相談事例の終結条件とは、「相談者の主訴が解決
し、主訴以外の困難な問題がない場合」「センター以
外の適切な機関につなげ、適切な引き継ぎが確認
された場合」「後見人が選任された場合」「虐待の解
消及び再燃リスクが消失した場合」等、受けた相談
事例の進捗管理を行うために、市町村とセンターが
共通の条件を定めること。
・相談事例の終結条件を定め、データまたは紙面で
整備されている場合に、項目を満たしているものと
して取り扱う。
・終結条件を定めることで、相談事例の課題に対し、
支援の方針が明確化されるとともに、センター以外
の適切な機関や地域等で相談者を支える体制が構
築される。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｃ 相談事例の解決のために、
市町村への支援を要請し、そ
の要請に対し市町村から後
方支援を得ているか

・市町村とセンターが対応が困難な相談事例等への
対処について、日頃から連携体制を構築しており、
かつ、市町村への支援要請に市町村が対応した場合
に、項目を満たしているものとして取り扱う。
・市町村とセンターの連携体制が構築されている
が、市町村への支援要請が不要であった場合も、項
目を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｄ 相談内容を分析して、対応
ルールの作成や研修の開催
等を行い、職員の実践力の
向上に活かしているか

・相談内容の分析結果をもとに、対応ルールや必要
だと考えられる知識や技術に関する研修等を開催し
ている場合に、項目を満たしているものとして取り
扱う。
・研修の主催者や内容等は問わない。

前年度実績

Ａ 夜間・早朝の窓口または平
日以外の窓口（連絡先）を設
置して住民に周知し、家族介
護者等が相談しやすい環境
を整えているか

・窓口の設置のほか、緊急連絡先の設定等でも「窓
口（連絡先）の設置」とみなす。例えば、携帯電話等
へ電話転送を行っている場合についても、「窓口（連
絡先）の設置」とみなす。
・センターの連絡先や相談窓口に関する解説を記載
したリーフレット、パンフレット、ホームページ等によ
り周知を行っている場合に、項目を満たしているも
のと
して取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

２ 市町村と相談事
例を共有・分析
し、支援に活か
す

総合相談の実績を
市町村と共有し、市
町村と協働しなが
ら総合相談を実践
できているかを評
価する。

３ 家族介護者支援
に取り組む

家族介護者が相談
しやすい環境を整
備し、早期に課題を
発見し、必要な支
援につなげること
ができているかを
評価する。

並列

並列

４ 市町村が示して
いる個人情報の
取扱方針や苦情
対応方針に従
い、センターにお
いて適切に対応
する体制を整え
実践する

市町村が示してい
る個人情報の取扱
方針や苦情対応方
針に従い、個人情
報の取り扱いに留
意する体制を整備
するとともに、必要
に応じて苦情やカ
スタマー・ハラスメ
ント等に対応でき
る体制を構築して、
実践できているか
を評価する。

並列

３．総合相談支援事業

活動目標 取組内容（ストラクチャー、プロセス、
アウトプット、中間アウトカム）

１ 地域包括支援
ネットワークを構
築する

すべてのセンター
業務の基盤であ
り、ニーズ発見や支
援機能等を果たす
地域包括支援ネッ
トワークを構築で
きているかを評価
する。



Ｂ 支援が必要な家族介護者を
早期に発見するための取組
を行っているか。

・ヤングケアラー、ダブルケアラー、生活困窮者など、
家族に支援が必要な状態にある場合、児童、障害、
生活困窮等に関わる行政の部門や地域団体等と連
携し、早期発見・早期対応に取り組んでいる場合に、
項目を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｃ 家族介護者に対するアセス
メントを行い、状態やニーズ
に応じて適切な社会資源に
関する情報を提供している
か

・家族介護者に対するアセスメントを行い、その結果
に基づいて、必要な情報を提供している場合に、項
目を満たしているものとして取り扱う。

前年度実績

Ｄ 家族介護者からの相談につ
いて､相談件数や相談内容
を記録等に残して取りまと
めているか

・相談件数・相談内容の把握方法や取りまとめの方
法については問わない。

前年度実績

Ｅ 【市町村により選択】
家族介護者に対する予防的
な取組を行なっているか

・家族介護者のニーズに応じた情報提供や家族介護
者の集まりの開催（家族介護教室、サロン等）などを
行っている場合に、項目を満たしているものとして
取り扱
う。

前年度実績

Ａ 相談者とともに複合的課題
を整理してニーズを明確に
しているか

・複合的な課題を持つ世帯とは、8050 問題、ダブ
ルケア、ヤングケアラー、生活困窮、家族に障害があ
る等の複合的な課題を抱える世帯をいう。
・データや紙面で記録している場合に、項目を満た
しているものとして取り扱う。

前年度実績 並列

Ｂ ニーズに応じて適切な社会
資源につなげ、必要に応じ
てつなげた社会資源と協
働しているか

・データや紙面で記録している場合に、項目を満たし
ているものとして取り扱う。

前年度実績

Ｃ 相談内容を整理して、複合
的な課題を持つ世帯数・人
数・内容等の実態を把握して
いるか

・データや紙面で記録している場合に、項目を満たし
ているものとして取り扱う。

前年度実績

Ｄ 相談内容を分析して、複合
的な課題を持つ世帯の相談
対応の改善に活かしている
か

・相談内容の分析結果をもとに、対応ルールや必要
だと考えられる知識や技術に関する研修等を開催
するなど何らかの対応をしている場合に、項目を満
たしてい
るものとして取り扱う。

前年度実績

５ 地域包括支援ネッ
トワークの構築状
況を評価する。

・前年度に総合相談として対応した件数を記載す
る。

左記参照 －

６ 総合相談の対応状
況を評価する。

・前年度にセンターで対応した相談件数について記
載する。

左記参照 －

７ 総合相談の対応状
況を評価する。

・前年度に、支援を拒否したり、会うことができない
ような高齢者等にアウトリーチをしたことのある
ケース数を記載する。

左記参照 －

趣旨・考え方 留意点 時点 種別

Ａ 市町村から共有されている
成年後見制度の市町村長申
立てに関する判断基準を確
認しているか

・データまたは紙面で市町村から共有され、それを
すべてのセンター職員が確認している場合に、項目
を満たしているものとして取り扱う。
・市町村が判断基準を共有していない場合には、項
目を満たしていないものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｂ 消費者被害に関する情報
を、民生委員、介護支援専門
員、ホームヘルパー等へ提
供しているか

・少なくとも民生委員に対し情報提供し、その取組内
容に関する記録がデータまたは紙面で整備されて
いる場合に、項目を満たしているものとして取り扱
う。

前年度実績

Ｃ 消費者被害に関し、センター
が受けた相談内容につい
て、消費生活に関する相談
窓口または警察等と連携の
上、適切に対応しているか

・連携して対応した記録がデータまたは紙面で整備
されている場合に、項目を満たしているものとして
取り扱う。
・消費者被害に関する相談がない場合には、速やか
に対応策が検討できる体制を整備している場合に、
項目を満たしているものとして取り扱う。

前年度実績

高齢者等の権利
擁護のための普
及啓発や対応を
行う

高齢者による成年
後見制度の適切な
活用支援、消費者
被害の予防・対応、
高齢者虐待の予
防・対応等といった
権利擁護ができて
いるかを評価す
る。

並列

【市町村により選択】＊アウトプット指標＊
支援を拒否する高齢者等へのアウトリーチのケー
ス数

４．権利擁護事業

活動目標 取組内容（ストラクチャー、プロセス、
アウトプット、中間アウトカム）

１

【市町村により選択】＊アウトプット指標＊
１年間の相談件数

３ 家族介護者支援
に取り組む

家族介護者が相談
しやすい環境を整
備し、早期に課題を
発見し、必要な支
援につなげること
ができているかを
評価する。

並列

４ 複合的な課題を
持つ世帯の相談
に適切に対応す
る

ニーズ把握や相談
内容の整理等を
行った後、記録に
残すのみではなく、
複合的な課題を持
つ世帯の特徴を把
握し、相談体制の
強化や整備につ
なげることがで
きているかを評
価する。

【市町村により選択】＊アウトプット指標＊
高齢者福祉分野以外の機関からの照会件数



Ｄ 高齢者虐待事例および高齢
者虐待が疑われる事例への
対応の流れについて、市町
村と共有しているか

・対応の流れを明確にするためにフローチャート形
式で整理するなど、データまたは紙面で整備されて
いる場合に、項目を満たしているものとして取り扱
う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｅ センターまたは市町村が開
催する高齢者虐待防止に関
する情報共有、議論、報告等
を行う会議において、高齢
者虐待事例
への対応策を検討している
か

・実績が無い場合、速やかに対応策が検討できる体
制を整備していれば、項目を満たしているものとし
て取り扱う。

前年度実績

２ 権利擁護に関する
総合相談の対応状
況を
評価する。

・前年度にセンターで対応した相談件数のうち権利
擁護に関する相談件数を記載する。

左記参照 －

３ 成年後見制度の申
立
てへの支援状況を
評価する。

・前年度の市長申立て支援と本人・親族による申立
て支援全てのケース数を記載する。

左記参照 －

趣旨・考え方 留意点 時点 種別

Ａ 担当圏域における居宅介護
支援事業所のデータ（事業所
ごとの主任介護支援専門
員、介護支援専門員の人数
等）を把握しているか

・把握した情報を、データまたは紙面で整備している
場合に、項目を満たしているものとして取り扱う。
・市町村から共有されず、センターが把握していな
い場合は、項目を満たしていないものとして取り扱
う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｂ 介護支援専門員から受けた
相談事例の内容を整理・分
類・件数を把握した上で、研
修会、事例検討会、地域ケア
会議等を開催しているか

・介護支援専門員の相談事例の内容分析結果をもと
に、研修会、事例検討会、地域ケア会議等を開催した
場合に、項目を満たしているものとして取り扱う。
・主催は問わない。

前年度実績

Ｃ 担当圏域の介護支援専門員
のニーズに基づいて、多様
な関係機関・関係者（例：医
療機関や地域における様々
な社会資源など）との意見
交換の場を設けているか

・担当圏域の介護支援専門員のニーズに基づくもの
であれば主催は問わない。
・ただし、地域ケア会議を含まない。地域ケア会議を
活用して、多様な関係者、関係機関とネットワークを
構築することは重要だが、ここでは、その他の意見
交換の場を設けている場合に、項目を満たしている
ものとして取り扱う。

前年度実績

Ｄ 介護支援専門員が円滑に業
務を行うことができるよう、
地域住民に対して介護予防・
自立支援に関する意識の共
有を図るための出前講座等
を開催しているか

・地域住民を対象とした介護予防・自立支援に関す
る意識共有を目的としたものであれば、その形態や
内容等は問わない。

前年度実績

Ｅ 介護支援専門員を対象にし
た研修会や事例検討会等の
開催計画を策定し、年度当
初に指定居宅介護支援事業
所に示しているか

・データまたは紙面で提供している場合に、項目を
満たしているものとして取り扱う。
・介護支援専門員の参加しやすさの観点から、ここ
では示す時期を年度当初と設定している。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ａ 市町村の方針に沿って、圏
域内の居宅介護支援事業所
が作成する新規の介護予防
サービス計画を確認してい
るか

・市町村の方針がない場合には、項目を満たしてい
ないものとして取り扱う。
・該当するサービス計画がない場合には、項目を満
たしているものとして取り扱う。

前年度実績

Ｂ 市町村の方針に沿って、圏
域内の居宅介護支援事業所
が作成する更新の介護予防
サービス計画を確認してい
るか

・市町村の方針がない場合には、項目を満たしてい
ないものとして取り扱う。
・該当するサービス計画がない場合には、項目を満
たしているものとして取り扱う。

前年度実績

Ｃ 市町村の方針に沿って、圏
域内の居宅介護支援事業所
が作成した介護予防サービ
ス計画を抽出し、その検証を
しているか

・市町村の方針がない場合には、項目を満たしてい
ないものとして取り扱う。
・市町村の方針に沿って、圏域内の居宅介護支援事
業所が作成した介護予防サービス計画について、利
用者本人の意思が十分に反映されているか、地域を
基盤とした支援となっているか、利用者の状態の維
持・改善に向けた支援になっているか等の視点に基
づき議論が行われ、その記録がある場合に、項目を
満たしているものとして取り扱う。
・該当する介護予防サービス計画がない場合には、
項目を満たしているものとして取り扱う。

前年度実績

高齢者等の権利
擁護のための普
及啓発や対応を
行う

高齢者による成年
後見制度の適切な
活用支援、消費者
被害の予防・対応、
高齢者虐待の予
防・対応等といった
権利擁護ができて
いるかを評価す
る。

並列

市町村の方針に
則り、介護予防
サービス計画の
検証を行う

指定介護予防支援
事業者の指定を受
けた圏域内の居宅
介護支援事業所が
作成する介護予防
サービス計画につ
いて、センターと協
議して市町村が定
めた検証方法に
沿って、適切に検
証を行っているか
を評価する。

段階２

【市町村により選択】＊アウトプット指標＊
権利擁護に関する相談件数

【市町村により選択】＊アウトプット指標＊
成年後見制度の申立て支援件数

５．包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

活動目標 取組内容（ストラクチャー、プロセス、
アウトプット、中間アウトカム）

１ 担当圏域の居宅
介護支援事業所
の状況を把握
し、地域のケアマ
ネジャーの支援
ニーズに基づい
た対応を行う

介護支援専門員へ
の個別ケアマネジ
メント支援と環境
整備を適切に行う
ことができている
かを評価する。

並列

１



３ 包括的・継続的ケア
マネジメント支援
事業の実施状況を
評価す
る。

・前年度の介護支援専門員からの相談件数を記載す
る。

左記参照 －

趣旨・考え方 留意点 時点 種別

Ａ センター主催の地域ケア会
議の運営方針を、センター職
員、会議参加者、地域の関係
機関に対して周知している
か

・運営方針をデータまたは紙面で示し、センター職
員、会議参加者、地域の関係機関すべてに対して周
知している場合に、項目を満たしているものとす
る。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｂ センター主催の地域ケア会
議において、多職種等と連
携して、自立支援・重度化防
止等に資する観点から個別
事例の検討を行い、対応策
を講じているか

・地域ケア個別会議において、多様な専門職や民生
委員等とともに、自立支援・重度化防止等の観点か
ら課題の明確化、目標や優先順位の検討・決定、モ
ニタリング方法の検討・決定等を行なった場合に、
項目を満たしているものとして取り扱う。
・センター主催の地域ケア個別会議を設置していな
い場合にも、市町村主催の地域ケア会議で対応でき
ていれば、項目を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｃ 市町村が共有した地域ケア
会議における個人情報の取
扱方針に基づき、センターが
主催する地域ケア会議で適
切に対応しているか

・個人情報の取扱方針に基づき対応している場合
に、項目を満たしているものとして取り扱う。
・市町村から示された方針に基づき、参加者に十分
説明をした上で開催していること。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｄ 地域ケア会議で検討した個
別事例について、その後の
変化等をモニタリングする
ルールや仕組みを構築・実
行しているか

・ここでのモニタリングとは、地域ケア会議の結果を
踏まえた実施状況の把握をいう。
・会議においてモニタリングが必要とされたすべて
の事例において実施している場合に、項目を満たし
ているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｅ センター主催の地域ケア会
議において、
議事録や検討事項をまと
め、参加者間で共有してい
るか

・議事録等をデータまたは紙面でまとめ、共有してい
る場合に、項目を満たしているものとして取り扱う。

前年度実績

Ａ センター主催の地域ケア会
議（地域ケア個別会議）にお
いて、地域課題の可能性
がある課題を抽出している
か

・データまたは紙面で記録している場合に、項目を
満たしているものとして取り扱う。
・市町村に伝えているかどうかは問わない。

前年度実績

Ｂ センター主催の地域ケア会
議（地域ケア推進会議）にお
いて、地域課題や自立促進
要因について共有し、その後
の対応を検討しているか

・データまたは紙面で記録している場合に、項目を
満たしているものとして取り扱う。地域課題や自立
促進要因の共有のみでは該当しないが、１回の地域
ケア会議ですべての検討を行う必要はない。
・検討結果を市町村に伝えているかどうかは問わな
い。

前年度実績

Ｃ センター主催の地域ケア会
議（地域ケア推進会議）にお
いて把握した地域課題や対
応等を、市町村に報告して
いるか

・地域ケア個別会議及び地域ケア推進会議いずれに
ついても、データまたは紙面で検討事項をまとめた
ものを共有している場合に、項目を満たしているも
のとして取り扱う。

前年度実績

Ｄ 地域課題の整理・分析・対応
等を行なうために、市町村レ
ベルの地域ケア会議（地域ケ
ア推進会議）等に参加または
資料提
出しているか

・参加または資料提出していない場合でも、事前に
センターから市町村へ地域課題を伝えており、その
内容を元に地域課題の整理・分析・対応等が行われ
ている場合は、項目を満たしているものとして取り
扱う。

前年度実績

３ 地域ケア会議の活
用状況を評価す
る。

・前年度に、センター主催の地域ケア会議を活用して
把握した地域課題について、市町村レベルの地域ケ
ア会議に報告した数を記載する。
・地域課題としては、例えば、移動困難、買い物困
難、通いの場の不足、脆弱な地域の見守り体制、多
職種連携困難などが挙げられる。

左記参照 －

２ 地域ケア会議に
おいて、地域課
題を把握し、適
切に対応する

地域ケア会議で把
握した地域課題に
対して、適切に対応
することができて
いるかを評価す
る。

並列

【市町村により選択】＊アウトプット指標＊
センター主催の地域ケア会議を経て、市町村レベル
の地域ケア会議に地域課題を報告した数

センター主催の
個別ケースを検
討する地域ケア
会議において、
多様な視点から
個別事例の検討
を行い、対応策
を講じる

個別ケース検討に
よる高齢者の自立
支援に資するケア
マネジメントの支援
やネットワーク構築
を行えるように、地
域ケア会議を活用
できているかを評
価する。

並列

【市町村により選択】＊アウトプット指標＊
介護支援専門員からの相談受付件数

６．地域ケア会議

活動目標 取組内容（ストラクチャー、プロセス、
アウトプット、中間アウトカム）

１



趣旨・考え方 留意点 時点 種別

Ａ 自立支援・重度化防止等に
資するケアマネジメントに関
して、市町村から示された基
本方針を、センター職員及び
介護支援専門員に周知して
いるか

・基本方針には、自立支援・重度化防止に資するケア
マネジメントに関して、基本的な考え方、ケアマネジ
メントの類型、実施の手順、具体的なツール（興味・
関心チェックシート等）および多職種の視点（地域ケ
ア会議等）の活用について全て記載され、共有され
ている場合に、項目を満たしているものとして取り
扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｂ 介護予防ケアマネジメント・
介護予防支援のケアプラン
において､保険給付や介護
予防・生活支援サービス事業
以外の多様な地域の社会資
源を位置づけているか

・ケアプラン作成において、必要に応じて保険給付
や介護予防・生活支援サービス事業以外の地域の社
会資源を位置づけたことがある場合に、項目を満た
しているものとして取り扱う。該当するケアプランの
数は問わない。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｃ 利用者のセルフマネジメント
を推進するため､市町村から
示された支援の手法を活用
しているか

・介護予防手帳に限らず、利用者自身のセルフマネ
ジメントに資する手法が市町村から提示され（日々
の健康チェックや運動に関する情報提供、慢性疾患
に応じた自己管理の留意点など）、それを活用して
いる場合に、項目を満たしているものとして取り扱
う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｄ 介護予防ケアマネジメント･
介護予防支援を委託した場
合は､台帳への記録および
進行管理を行っているか

・委託実施していない場合は、市町村がセンターに
対し、市町村が作成した指針をデータまたは紙面で
示している場合に、項目を満たしているものとして
取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

Ｅ 市町村から示された介護予
防ケアマネジメント・介護予
防支援を委託する際の事業
所選定の公平性・中立性確
保のための指針を遵守して
いるか

・委託の有無にかかわらず、指針が紙面またはデー
タで共有され、かつ、それを遵守している場合に、項
目を満たしているものとして取り扱う。

評価実施年の
４月末時点の
状況

趣旨・考え方 留意点 時点 種別

Ａ 在宅医療･介護連携推進事
業における相談窓口に対し
て､相談を行っているか

・相談の回数は問わない。 前年度実績

Ｂ 生活支援コーディネーター・
就労的活動支援コーディ
ネーターおよび協議体とと
もに、地域における高齢者
のニーズや社会資源につい
て協議を行っているか

・生活支援コーディネーター・就労的活動支援コー
ディネーターおよび協議体いずれとも協議している
場合に、項目を満たしているものとして取り扱う。
・生活支援コーディネーターや就労的活動支援コー
ディネーターがセンターに配置されており、センター
職員と当該コーディネーターとが協議を行っている
場合にも、項目を満たしているものとして取り扱う。

前年度実績

Ｃ 認知症初期集中支援チー
ム、認知症地域支援推進員
またはチームオレンジコー
ディネーターと、支援対象者
に関する情報共有を図って
いるか

・認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業、認知症サポーター活動促進・地域づくり
推進事業の支援対象者の情報（事例の経過や支援
結果など）について、センターから認知症初期集中
支援チーム員、認知症地域支援推進員またはチーム
オレンジコーディネーターに情報提供した事例のほ
か、当該チーム員、推進員またはコーディネーターが
直接得た情報についても、センターに情報提供され
共有している場合に、項目を満たしているものとし
て取り扱う。
・認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進
員またはチームオレンジコーディネーターがセン
ターに配置されており、センター職員と当該チーム、
推進員またはコーディネーターとが連携する体制が
取られている場合にも、項目を満たしているものと
して取り扱う。

前年度実績

Ｄ 包括的支援事業の充実のた
めに、医療関係者と合同の
事例検討会や勉強会に参加
しているか

・在宅医療・介護連携推進事業による実施か否か、ま
た、参加回数は問わない。
・認知症初期集中支援チームと合同で開催するもの
も含む。

前年度実績

２ 医療関係者との連
携状況を評価す
る。

・在宅医療・介護連携推進事業に限らず、前年度に医
療関係者と合同で実施した事例検討会や勉強会の
数を記載する。
・認知症初期集中支援チームと合同で開催したもの
も含む。

左記参照 －【市町村により選択】＊アウトプット指標＊
医療関係者と合同の事例検討会や勉強会の実施数

事業間連携を推
進する

包括的支援事業
（社会保障充実分）
の委託の有無にか
かわらず、それぞれ
の事業におけるセ
ンターの役割に対
して、適切に事業推
進することができ
ているかどうかを
評価する。

８．包括的支援事業（社会保障充実分）

活動目標 取組内容（ストラクチャー、プロセス、
アウトプット、中間アウトカム）

１ 並列

活動目標 取組内容（ストラクチャー、プロセス、
アウトプット、中間アウトカム）

市町村の方針に基
づき、センター職員
や介護支援専門員
が介護予防ケアマ
ネジメント・介護予
防支援を適切に実
施しているかを評
価する。

介護予防ケアマ
ネジメント・介護
予防支援を適切
に実施する

並列

７．介護予防ケアマネジメント・介護予防支援

１


